
 

小牧市介護保険条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

  令和８年６月２４日  

 

 

小牧市長 天 野 正 基      

 

 

小牧市規則第２８号 



小牧市介護保険条例施行規則の一部を改正する規則  
 

小牧市介護保険条例施行規則（平成１２年小牧市規則第３５号）の一部

を次のように改正する。  
目次を削る。 

「第１章 総則」を削る。 

「第２章 介護認定審査会」を削る。 

「第３章 被保険者」を削る。 

 第５条から第８条までを削る。  
 第９条第１項中「介護保険資格者証（様式第５）」を「当該申請に係る

資格を証明する書面（以下「介護保険資格者証」という。）」に改め、同

条第２項中「介護保険被保険者証等再交付申請書を」を削り、「提出し」

を「申請し」に改め、同条を第５条とする。  
「第４章 認定」を削る。 

 第１０条を削る。  
 第１１条第１項を次のように改める。  

市長は、法第３６条に規定する要介護認定又は要支援認定に係る事項

を証明する書面の交付申請があったときは、当該要介護認定又は要支援

認定に係る事項を証明する書面（以下「介護保険受給資格証明書」とい

う。）を交付することができる。  
第１１条第２項を削り、同条第３項中「介護保険被保険者証等再交付申

請書を」を削り、「提出し」を「申請し」に改め、同項を同条第２項とし、

同条を第６条とする。  
 第１２条を削る。  

「第５章 保険給付」を削る。 

 第１３条の前の見出し及び同条から第１６条までを削る。  
 第１７条中「省令」を「介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第

３６号。以下「省令」という。）」に、「第１９条」を「第１０条」に改

め、同条を第７条とする。  
第１７条の２を第８条とし、第１８条を第９条とし、第１９条を第１０

条とする。  
第２０条第２項中「介護保険利用者負担額減額・免除申請書（様式第

１４）に」を削り、「提出し」を「申請し」に改め、同条第３項中「申請



書を受理し」を「申請を受け」に、「介護保険利用者負担額減額・免除認

定決定通知書（様式第１５）により」を「その旨を」に改め、同条を第

１１条とする。  
 第２０条の２を第１２条とし、第２１条を第１３条とし、第２１条の２

を第１４条とし、第２２条を第１５条とする。  
 第２３条第２項中「第２０条第２項」を「第１１条第２項」に改め、同

条を第１６条とする。  
 第２３条の２を第１７条とし、第２３条の３を第１８条とする。  
 第２４条中「第１７条」を「第７条」に、「第１７条の２」を「第８条」

に、「第１８条」を「第９条」に、「第１９条」を「第１０条」に、「第

２０条の２」を「第１２条」に、「第２１条」を「第１３条」に、「第

２１条の２」を「第１４条」に、「第２２条」を「第１５条」に、「第

２３条の２」を「第１７条」に改め、「介護保険給付費支給申請書（様式

第１６）に」を削り、「提出し」を「申請し」に改め、同条を第１９条と

する。  
 第２５条及び第２６条を削る。  
 第２７条の前の見出し及び同条並びに第２７条の２を削る。  
 第２８条中「第２４条から前条まで」を「前条又は省令第７１条第１項、

第７５条第１項、第８３条の４第１項、第９０条第１項、第９４条第１項

若しくは第９７条の２第１項」に、「介護保険給付費支給（不支給）決定

通知書（様式第２１）により」を「その結果を」に改め、同条を第２０条

とする。  
 第２８条の２を削る。  

第２８条の３第１項及び第２項を削り、同条第３項中「前項」を「省令

第８３条の６第１項（省令第９７条の４において準用する場合を含む。）」

に、「介護保険負担限度額認定決定通知書（様式第２６）により」を「そ

の結果を」に改め、同項を同条第１項とし、同条第４項を削り、同条を第

２１条とする。  
 第２８条の４第１項中「介護保険利用者負担額減額・免除等申請書（特

別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請）（様式第２７）

を」を削り、「提出し」を「申請し」に改め、同条第２項中「介護保険利

用者負担額減額・免除等決定通知書（特別養護老人ホームの要介護旧措置

入所者に関する認定申請）（様式第２８）により」を「その結果を」に改



め、同条第３項中「介護保険利用者負担額減額・免除等認定証（特別養護

老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証）（様式第２９）」を「そ

の旨を証する書面」に改め、同条を第２２条とする。  
 第２８条の５第１項中「介護保険特定負担限度額認定申請書（特別養護

老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請）（様式第３０）を」

を削り、「提出し」を「申請し」に改め、同条第２項中「介護保険特定負

担限度額認定決定通知書（特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関

する認定申請）（様式第３１）により」を「その結果を」に改め、同条を

第２３条とする。  
 第２８条の６中「第三者行為による被害届（様式第３２）により」を「そ

の旨を」に改め、同条を第２４条とする。  
第２８条の７を第２５条とする。  
「第６章 保険料等」を削る。 

 第２９条の前の見出し及び同条並びに第３０条を削る。  
 第３１条第１項を削り、同条第２項中「介護保険料徴収猶予決定通知書

（様式第３７）により」を「その旨を」に改め、同項を同条第１項とし、

同条第３項を同条第２項とし、同条を第２６条とする。  
 第３２条第３項を削り、同条第４項中「減免を」を「減免の可否を」に、

「介護保険料減免決定通知書（様式第３８）により」を「その結果を」に

改め、同項を同条第３項とし、同条を第２７条とする。  
 第３３条を第２８条とする。  

「第７章 雑則」を削る。 

第３４条を第２９条とする。  
 別表中「第２０条、第２３条、第３２条」を「第１１条、第１６条、第

２７条」に改める。  
 様式第１から様式第３８までを削る。  

附 則  
この規則は、令和８年８月１日から施行する。  


